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 私立と公立２次入試について  ――万が一の場合は中学校に相談―― 

  ～～～～～～私立高校２次 （15 日に実施校が発表）～～～～～～～～～～ 

私立高校の２次試験は１７日～２１日までの出願が多いです。公立高校一般選抜の発

表が１７日なので、もし不合格で私立２次入試を受験したい場合は、すぐに結論を出す必

要があります。受験する場合は中学校にすぐに連絡するようにしてください。 

２次試験実施校は、大阪私立高校連合会のホームページで見ることができます。 

～～～～～～公立高校２次～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

出願日は２２日（水）午前９時～正午までで、出願した後に個人面接を行います。合格者

の発表は２４日（金）全日制の学校は午前１０時、定時制と通信制の学校は午後２時の発

表になります。公立２次試験を受験するためには、併願で合格した私立高校などは辞退し

た上で出願する必要があります。 
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   高校に進学したら  ～～勉強の内容は難しくなります～～   

 高校では必修教科と選択教科に分かれます。必修教科は必ず単位をとる必要がありま

す。 

・国語…国語総合、国語表現、現代文 A、現代文 B、古典 A、古典 B 

・社会…世界史 A、世界史 B、日本史 A、日本史 B、地理 A、地理 B 

     世界史から１教科と日本史・地理から１教科それぞれ必修 

     現代社会、倫理、政治・経済から１教科必修 

・数学…数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学 A、数学 B、数学活用 

・理科…科学と人間生活、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物 

     地学基礎、地学、理科課題研究 

     『科学と人間生活』か基礎のついた教科から３教科が必修 

・保体…体育、保健 

・芸術…音楽Ⅰ、音楽Ⅱ、音楽Ⅲ、美術Ⅰ、美術Ⅱ、美術Ⅲ、工芸Ⅰ、工芸Ⅱ、工芸Ⅲ 

      書道Ⅰ、書道Ⅱ、書道Ⅲ どれか１教科のⅠが必修 

・外国語…ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ、英語会話 

・家庭…家庭基礎、家庭総合、生活デザインの中から１教科必修 

・情報…社会と情報、情報の科学の中から１教科必修 

・総合的な学習の時間 

※その他にも専門学科の授業や特色のある選択教科の授業があります。 

 

 

 一般選抜の合格発表について  ――一般選抜合格発表の注意について―― 

全日制の学校は１０時、定時制・通信制の学校は１４時に発表があります。合格発表

後に手続がありますので、合格発表には必ず早めに行くようにしてください。あと、中学

校に必ず合否の連絡をすぐしてください。不合格の場合で公立や私立の２次試験を受

験する場合は中学校にも来てください。 

また、高校によって第１希望と第２希望の合格者の発表方法が違います。 

①合格した受験生の受験番号のとなりに合格した学科が書かれてある。 

②それぞれの学科ごとに合格者の受験番号が書かれている。 

 ①の場合には自分の受験番号があるかどうか調べて、あった時は 

どの学科で合格したか確認する必要があります。②の場合には、 

第１希望と第２希望の両方の合格者掲示を必ず見る必要があります。 

（片方だけ見て自分の受験番号がない場合も、もう片方に受験番号が 

あるか確認する必要があります。） 

  

 保護者の皆様へ  

 一般選抜も終わり、中学校での行事も卒業式だ

けとなりました。一般選抜の合格発表が１７日

（金）となります。不合格の場合は私学併願校へ

の手続きや、私立・公立２次選抜の手続きをよろ

しくお願いします。 

 今後の予定（進路関係） 

3/14（火）  卒業式 

3/17（金）  一般選抜合格発表 

        私学併願校手続など 

3/22（水）  公立二次試験出願面接 

3/24（金）  公立二次合格発表 

 義務教育ではなくなります  ―自分でしっかりと行動できるように― 

高等学校では中学校と色々なところが違います。中学校では教科書などは１冊目ま

では無料でしたが、高校からは義務教育ではないので購入する必要があります。また、

定期テストや実技テストで合格点が取れなかった場合は、『赤点』となり、追試や補習な

どを受ける必要があり、それでも点数がとれない場合は、留年に 

なります。 

あと、高校のルールを守れない場合は『停学』といって、高校に 

一定の期間来てはいけないという処置がとられることがあります。 

停学が数回になると『退学』することになります。高校生らしく自分 

でしっかり行動できるようにしよう。 

 高校に入ってからの申請について  ―高校からの書類は保護者に― 

公立高校の場合、授業料を無償にするためには、必要な書類とつけて高校に申請す

る必要があります。私立高校の授業料を無償にするためにも、同じく必要な書類をつけ

て高校に提出する必要があります。また、大阪市奨学費や大阪府「奨学のための給付

金」、高等学校等「就学支援金」制度を利用する場合も、必ず高校に申請が必要です。

忘れずに保護者に書類をわたすようにしてください。 


